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(57)【要約】
【課題】連繋使用情報を生成または利用する方法及びそ
の装置を提供する。
【解決手段】通信可能な第１装置と連結し、連結された
第１装置から第１装置が行うことができる機能について
の第１情報を受信し、受信された第１情報を基にして、
第１装置と連繋して使用できる機能についての第２情報
を生成する連繋使用情報を生成する方法である。例えば
、前記受信された第１情報は、前記第１装置の機能に係
わるメタデータを含み、前記第１情報は、前記第１装置
の機能に係わる制御信号をさらに含む。
【選択図】図６
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【特許請求の範囲】
【請求項１】
　第２装置が第１装置を検索し、通信可能な第１装置が所定の範囲内に近接した場合に連
繋使用情報を生成する方法であって、
　前記通信可能な第１装置と連結する段階と、
　前記連結された第１装置から、前記第１装置が行うことができる機能についての第１情
報を受信する段階と、
　前記受信された第１情報を基にして、前記第１装置と連繋して使用できる機能について
の第２情報を生成する段階と、を含み、
　前記第２情報を生成する段階は、前記第２装置の機能のうち前記装置で遂行可能な機能
を選択する段階と、前記選択された機能に基づいて前記第１装置と連繋して使用できる前
記第２装置の機能についての連繋使用リストを生成する段階を含み、
　前記連繋使用リストで特定機能が選択されることにより、前記第１装置の機能に係わる
制御信号のうち前記選択された特定機能に対応する制御信号が前記第１装置に提供される
ことを特徴とする第２装置で連繋使用情報を生成する方法。
【発明の詳細な説明】
【技術分野】
【０００１】
　本発明は、連繋使用（interactive activity）情報を生成または利用する方法及びその
装置に係り、さらに詳細には、連結された装置間で相互連繋して使用できる機能について
の連繋使用情報を生成または利用する方法及びその装置に関する。
【背景技術】
【０００２】
　最近、ＣＥ（consumer electric）装置のユーザは、便利さを追求するために、ＣＥ装
置が互いに連結されて作動されることを要求している。現在、ネットワークと電子技術と
の発展により、多くのＣＥ装置が互いに連繋されて使用されている実情である。
【０００３】
　デバイスのメタデータを介してデバイスを制御し、実感効果が再現されるようにマルチ
メディアを再生させる技術が、特許文献１に開示されており、メタデータを利用したホー
ムネットワーク上でのマルチメディア・コンテンツ提供技術が、特許文献２に開示されて
おり、小規模ネットワーク環境内で、ネットワーク可能な多様なデジタル機器に内蔵され
ているコンテンツを共有するためのネットワーク基板コンテンツ自動共有システムが、特
許文献３に開示されており、ブルートゥース機器が保安モード状態で、臨時ブルートゥー
ス装置アドレスを生成設定してブルートゥース通信を行い、追って他のブルートゥース機
器がボンディング過程なしに、ブルートゥース通信連結を行うことを防止する技術が、特
許文献４に開示されている。
【先行技術文献】
【特許文献】
【０００４】
【特許文献１】韓国公開特許第２００９－００６５３５５号公報
【特許文献２】韓国特許第７３１，９８０号公報
【特許文献３】韓国公開特許第２００８－００２４５８２号公報
【特許文献４】韓国特許第７３５，３８２号公報
【発明の概要】
【発明が解決しようとする課題】
【０００５】
　本発明が解決しようとする課題は、連繋使用情報を生成または利用する方法及びその装
置を提供するところにある。
【課題を解決するための手段】
【０００６】
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　前記技術的課題を解決するための本発明の一実施形態によって、連繋使用情報を利用す
る方法において、通信可能な第１装置と連結する段階と、前記連結された第１装置から、
前記第１装置が行うことができる機能についての第１情報を受信する段階と、前記受信さ
れた第１情報を基にして、前記第１装置と連繋して使用できる機能についての第２情報を
生成する段階とを含む。
【０００７】
　前記受信された第１情報は、前記第１装置の機能に係わるメタデータを含むことができ
る。
【０００８】
　前記第１情報は、前記第１装置の機能に係わる制御信号をさらに含むことができる。
【０００９】
　前記第２情報を生成する段階は、前記メタデータに基づいて、前記第２装置の機能のう
ち、前記第１装置で遂行可能な機能を選択する段階と、前記選択された機能と、対応する
前記第１装置の機能に係わる制御信号とに基づいて、前記第１装置と連繋して使用できる
機能に係わる連繋使用リストを生成する段階とを含むことができる。
【００１０】
　前記連繋使用情報を生成する方法は、前記第１装置に前記第１情報を要請する段階をさ
らに含み、前記第１情報は、前記第１装置の機能についての権限付与情報をさらに含むこ
とができる。
【００１１】
　前記連繋使用情報を生成する方法は、前記生成された第２情報を表示する段階と、外部
選択に基づいて、前記表示された第２情報のうちから選択された機能に係わる信号を決定
する段階と、前記決定された信号に応答し、前記第１装置をして選択された機能を行わし
める命令を、前記第１装置に送信する段階とをさらに含むことができる。
【００１２】
　前記連繋使用情報を生成する方法は、前記第１装置に、前記第２装置が行うことができ
る機能についての第３情報を送信する段階をさらに含むことができる。
【００１３】
　前記第３情報は、前記第２装置の機能に係わるメタデータ、前記第２装置の機能に係わ
る制御信号、及び前記第２装置の機能についての権限付与情報のうち少なくとも一つ以上
を含むことができる。
【００１４】
　前記第１装置と連結する段階は、通信可能な外部装置を検索する段階と、前記検索され
た外部装置のうち、前記第１装置に係わる連結要請信号を前記第１装置に送信する段階と
、前記第１装置から連結許容信号を受信し、連結を形成する段階とを含むことができる。
【００１５】
　前記第１装置と連結する段階は、前記第１装置が所定の範囲内に近接した場合、前記第
１装置を認識する段階と、前記認識された第１装置と連結する段階とを含むことができる
。
【００１６】
　前記第１装置を認識する段階は、前記第１装置と物理的な接触をした場合、前記第１装
置を認識する段階を含むことができる。
【００１７】
　前記第１装置と連結する段階は、前記第１装置についての識別情報を保存する段階をさ
らに含むことができる。
【００１８】
　前記技術的課題を解決するための本発明の他の実施形態によって、連繋使用情報を利用
する方法において、通信可能な外部装置を検索する段階と、前記検索された外部装置のう
ちから第１装置を選択して連結する段階と、既保存の前記連結された第１装置と連繋して
使用できる機能についての情報を表示する段階と、前記表示された情報のうちから所定の
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機能に係わる選択信号を決定する段階と、前記決定された選択信号に応答し、前記連結さ
れた第１装置をして選択された機能を行わしめる命令を、前記連結された第１装置に送信
する段階とを含む。
【００１９】
　前記技術的課題を解決するための本発明のさらに他の実施形態によって、連繋使用情報
を利用する方法において、第１装置が所定の範囲内に近接した場合、前記第１装置と連結
する段階と、既保存の前記連結された第１装置と連繋して使用できる機能についての情報
を表示する段階と、前記表示された情報のうちから所定の機能に係わる選択信号を決定す
る段階と、前記決定された選択信号に応答し、前記連結された第１装置をして選択された
機能を行わしめる命令を、前記連結された第１装置に送信する段階とを含む。
【００２０】
　前記技術的課題を解決するための本発明のさらに他の実施形態によって、連繋使用情報
を生成する装置において、通信可能な第１装置と連結し、前記連結された第１装置から、
前記第１装置が行うことができる機能についての第１情報を受信するインターフェース部
と、前記受信された第１情報を基にして、前記連繋使用情報を生成する装置を含む第２装
置と前記第１装置とが連繋して使用できる機能についての第２情報を生成するリスト生成
部とを含む。
【００２１】
　前記技術的課題を解決するための本発明のさらに他の実施形態によって、連繋使用情報
を利用する装置において、通信可能な外部装置を検索し、前記検索された外部装置のうち
からいずれか１つの装置を選択して連結するインターフェース部と、前記連結された装置
と連繋して使用できる機能についての情報を保存する保存部と、前記保存された情報を表
示する表示部と、前記表示された情報のうちから所定の機能に係わる選択信号を決定し、
前記連結された装置をして選択された機能を行わしめる命令を、前記インターフェース部
を介して、前記連結された装置に送信する制御部とを含む。
【００２２】
　前記技術的課題を解決するための本発明のさらに他の実施形態によって、連繋使用情報
を利用する装置において、外部装置が所定の範囲内に近接した場合、前記外部装置と連結
するインターフェース部と、前記連結された外部装置と連繋して使用できる機能について
の情報を保存する保存部と、前記保存された情報を表示する表示部と、前記表示された情
報のうちから所定の機能に係わる選択信号を決定し、前記連結された外部装置をして選択
された機能を行わしめる命令を、前記インターフェース部を介して、前記連結された外部
装置に送信する制御部とを含む。
【図面の簡単な説明】
【００２３】
【図１】本発明の一実施形態による、連繋使用リストを生成する装置のブロックダイアグ
ラムを示す図面である。
【図２】本発明の一実施形態による、装置を連結する方法に係わるフローチャートを示す
図面である。
【図３Ａ】本発明の一実施形態による、外部装置を連結する方法の例を示す図面である。
【図３Ｂ】本発明の一実施形態による、外部装置を連結する方法の例を示す図面である。
【図３Ｃ】本発明の一実施形態による、外部装置を連結する方法の例を示す図面である。
【図３Ｄ】本発明の一実施形態による、外部装置を連結する方法の例を示す図面である。
【図４】本発明の他の実施形態による、装置を連結する方法を示すフローチャートである
。
【図５】本発明の他の実施形態による、装置を連結する方法に係わる例を示す図面である
。
【図６】連繋使用リストを生成する方法に係わるフローチャートである。
【図７】連繋使用リストを生成する方法に係わる例示を示す図面である。
【図８Ａ】連繋使用リストの例示を示す図面である。
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【図８Ｂ】連繋使用リストの例示を示す図面である。
【図９】本発明の一実施形態による、連繋使用リストを利用する方法を示すフローチャー
トであり、図２または図４で連結された装置が解除した後、再連結される実施形態を示し
ている。
【図１０Ａ】連結を要請する装置に表示された検索された外部装置の目録の例を示す図面
である。
【図１０Ｂ】検索された外部装置目録が表示される連結を要請する装置に係わる他の例を
示す図面である。
【図１１】本発明の他の実施形態による、連繋使用リストを利用する方法を示すフローチ
ャートである。
【図１２】図１１での方法を行った場合に表示される連繋使用リストの例を示す図面であ
る。
【図１３】本発明の実施形態を示す図面である。
【図１４】本発明の実施形態を示す図面である。
【図１５】本発明の実施形態を示す図面である。
【図１６】本発明の実施形態を示す図面である。
【図１７】本発明の実施形態を示す図面である。
【発明を実施するための形態】
【００２４】
　本明細書での連繋使用情報（interaction activity information）」は、連結された装
置間で相互連繋して使用できる機能についての情報を意味する。例えば、相互連繋して使
用できる機能は、第１装置と第２装置とを連結した場合、第１装置の機能を第２装置で行
うことができ、または第２装置の機能を第１装置で行うことができる機能を意味する。連
繋使用リストは、連繋使用情報の一例である。以下、連結された装置間で相互連繋して使
用できる機能についての情報を、連繋使用リスト（interaction activity list）と称す
る。
【００２５】
　添付された図面を参照しつつ、本発明の望ましい実施形態について詳細に説明する。
【００２６】
　図１は、本発明の一実施形態による、連繋使用リストを生成する装置のブロックダイア
グラムを示す図面である。
【００２７】
　図１を参照すれば、連繋使用リスト生成装置１１０は、インターフェース部１１１、リ
スト生成部１１２、表示部１１３、制御部１１４及び保存部１１５を含む。
【００２８】
　連繋使用リスト生成装置１１０は、インターフェース部１１１を介して外部装置１２０
と連結される。外部装置１２０と連結する方法は、以下で具体的に説明する。インターフ
ェース部１１１は、外部装置１２０から外部装置１２０の機能についての情報を受信する
。外部装置１２０の機能についての情報は、外部装置１２０の機能、性能、制約事項を含
むメタデータを含む。メタデータの情報は、装置の機能、性能、制約事項を含むが、それ
らに限定されるものではない。連繋使用リストを生成するのに必要な情報であるならば、
制限がない。また、外部装置１２０の機能についての情報は、外部装置１２０の機能、性
能に係わる制御信号をさらに含むことができる。もし連繋使用リスト生成装置１１０が外
部装置１２０に外部装置１２０の機能についての情報を要請した後で受信する場合である
ならば、外部装置１２０の機能についての情報は、前記外部装置１２０の機能、性能に係
わる制御信号についての権限付与情報をさらに含むこともできる。インターフェース部１
１１は、受信した外部装置１２０のメタデータをリスト生成部１１２に伝送する。
【００２９】
　リスト生成部１１２は、インターフェース部１１１から受信した外部装置１２０のメタ
データを利用し、連繋使用リストを生成する。具体的には、リスト生成部１１２は、メタ



(6) JP 2015-222575 A 2015.12.10

10

20

30

40

50

データに含まれた外部装置の機能、性能及び制約事項を参照し、外部装置で遂行されうる
連繋使用リスト生成装置１１０が含まれた装置の機能を選択する。その後、リスト生成部
１１２は、選択された機能と、受信した制御信号のうちから選択された機能に対応する制
御信号とを利用し、連繋使用リストを生成する。生成された連繋使用リストは、保存部１
１５に保存される。
【００３０】
　制御部１１４は、インターフェース部１１１を介して検索された外部装置のうちから１
つの外部装置１２０を選択して連結要請信号を生成し、インターフェース部１１１に伝送
する。インターフェース部１１１は、外部装置１２０に連結要請信号を送信する。この後
、連結承認を外部装置１２０から受信する場合、連繋使用リスト生成装置１１０と外部装
置１２０は、連結状態となる。このとき、外部装置１２０は、連結を許容しないこともあ
る。外部装置１２０が連結を許容する場合には、連繋使用リスト生成装置１１０について
の所定情報を保存することができる。保存された所定の情報は、連結を要請する装置と同
一性を有する装置が、再連結時に使われうる。
【００３１】
　外部装置１２０との連結に係わる他の実施形態として、インターフェース部１１１は、
外部装置１２０が所定の範囲内に近接した場合、外部装置１２０を連結する。本発明の一
実施形態で、外部装置１２０との物理的な接触がある場合にだけ、外部装置１２０を連結
することもできる。その場合、外部装置１２０を検索して選択する必要がなくなる。
【００３２】
　表示部１１３は、生成された連繋使用リストを表示する。または、両装置が連結解除後
に再連結される場合、表示部１１３は、保存部１１５に保存されている両装置と関連した
連繋使用リストを表示する。表示部１１３は、タッチスクリーンを含むことができる。
【００３３】
　ユーザが表示部１１３に表示された連繋使用リストから所定の目録を選択した場合、制
御部１１４は、表示された連繋使用リストのうちから選択された機能に係わる信号を決定
する。その後、制御部１１４は、外部装置１２０をして選択された機能を行わしめる命令
を、インターフェース部１１１を介して外部装置１２０に送信する。
【００３４】
　本発明の一実施形態では、連繋使用リスト生成装置１１０が連繋使用リストを生成した
後、連繋使用リスト生成装置１１０が含まれた装置が、外部装置１２０で、外部装置１２
０と連繋して使用できる連繋使用リスト生成装置１１０が含まれた装置の機能に係わるメ
タデータを、外部装置１２０に送信することもできる。また、連繋使用リスト生成装置１
１０が含まれた装置と外部装置１２０とが連結された後、相互それぞれの機能に係わるメ
タデータを交換し、それぞれの装置で連繋使用リストを生成することもできる。
【００３５】
　図２は、本発明の一実施形態による、装置を連結する方法に係わるフローチャートを示
す図面である。
【００３６】
　図２を参照すれば、段階２１０で、連結を要請する装置は、通信可能な外部装置を検索
する。
【００３７】
　段階２２０で、連結を要請する装置は、検索された外部装置のうちから１つの外部装置
を選択する。連結を要請する装置は、選択された外部装置に連結要請信号を送信する。
【００３８】
　段階２３０で、連結を要請する装置と選択された外部装置とが連結される。外部装置は
、連結要請信号を受信する場合、連結要請信号に応答して連結を許容する信号を、連結を
要請する装置に送信できる。または、外部装置は、連結を許容しないこともある。連結を
許容する場合に、連結を要請する装置についての所定情報を保存することができる。保存
された所定の情報は、連結を要請する装置と同一性を有する装置が、再連結時に使われう
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る。
【００３９】
　図３Ａないし図３Ｄは、本発明の一実施形態による、外部装置を連結する方法の例を示
す図面である。
【００４０】
　図３Ａないし図３Ｄで、連結要請を要求する装置は、携帯電話（mobile phone）３１０
であり、連結要請に対応して連結を許容する装置は、デジタルＴＶ（television）３２０
である。携帯電話３１０とデジタルＴＶ３２０は、ディスプレイ３１１，３２１を含んで
いる。ディスプレイ３１１，３２１は、タッチスクリーン（図示せず）を含むこともでき
る。
【００４１】
　図３Ａを参照すれば、携帯電話３１０のユーザが、連結可能な外部装置を検索しようと
して、携帯電話３１０の検索機能を実行させる場合、携帯電話３１０のディスプレイ３１
１に、外部装置検索のためのメニュー３１２が表示される。ユーザが、メニュー３１２で
、新装置連結項目３１３を選択する場合、携帯電話３１０は、通信可能な距離にある外部
装置を検索する。もし携帯電話３１０のディスプレイ３１１が、タッチスクリーンを含ん
でいる場合には、ユーザは、新装置連結項目３１３をタッチすることによって選択するこ
ともでき、ボタン３１４を利用して作動させ、新装置連結項目３１３を選択することもで
きる。
【００４２】
　図３Ｂには、検索された外部装置の項目を含むメニュー３１５が表示される。検索され
た装置項目には、ＴＶ ３１６、ＣＡＭＥＲＡ ３１７、ＰＣ ３１８などがある。項目の
表示には、外部装置がさらに詳細に表示されるために、装置項目に固有情報がさらに表示
されることもある。例えば、ＴＶの場合、商品名を示す固有情報がさらに表示されうる。
例えば、図３Ｂでは、ＴＶ（ＰＡＶＶ ＬＥＤ）と表示された。表示された項目で、ユー
ザは、連結しようとする外部装置の項目を、タッチまたはボタンを利用して選択し、連結
を要請できる。
【００４３】
　図３Ｃは、連結要請信号を受信したＴＶ ３２０に係わる図面である。ＴＶ ３２０が連
結要請を受信した場合には、連結許容いかんに係わるメニュー３２２が表示される。メニ
ュー３２２に表示される項目には、臨時連結（３２３）、マイ（my）装置に登録した後に
連結（３２４）、連結拒否（３２５）などがある。臨時連結（３２３）は、連結を要請し
た装置に対して、１回だけ連結を許容することを意味する。もし装置間に連結が解除され
た場合には、その後に自動的に連結せずに、再度連結を要請せねばならない。マイ装置に
登録した後に連結（３２４）は、連結を要請した装置についての所定情報をメモリに保存
した後、連結を許容することを意味する。もし装置間に連結が解除された場合にも、その
後にその装置が連結を試みる場合には、メモリに保存された情報と一致する装置の場合に
は、連結の許容いかんと関係なしに自動的に連結することができる。連結拒否（３２５）
は、連結要請を拒否することを意味する。ＴＶ ３２０のユーザが、臨時連結（３２３）
またはマイ装置に登録した後に連結（３２４）の項目を選択する場合、携帯電話３１０と
ＴＶ ３２０とが連結される。両装置が連結される場合、図３Ｄのように、連結を指すメ
ニュー３１９，３２６が両装置に表示される。
【００４４】
　図４は、本発明の他の実施形態による、装置を連結する方法を示すフローチャートであ
る。
【００４５】
　図４を参照すれば、段階４１０で、外部装置が所定の範囲内に近接した場合には、外部
装置が認識される。本発明の一実施形態で、所定の範囲で物理的な接触が要求されること
も可能である。図４の実施形態では、図２の実施形態とは異なって、外部装置を検索して
選択する段階なしに自動的に連結される。
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【００４６】
　段階４２０で、連結を許容する装置は、認識された外部装置と連結される。
【００４７】
　図５は、本発明の他の実施形態による、装置を連結する方法に係わる例を示す図面であ
る。
【００４８】
　図５を参照すれば、連結を許容する装置は、デジタルＴＶ ５２０であり、携帯電話５
１０とデジタルＴＶ ５２０は、ディスプレイを含んでいる。ディスプレイは、タッチス
クリーンを含むこともできる。携帯電話５１０が、デジタルＴＶ ５２０の位置に対して
所定の範囲内に近接した場合、デジタルＴＶ ５２０は、携帯電話５１０を認識する。こ
の場合、携帯電話５１０から連結要請がない場合にも、デジタルＴＶ ５２０のユーザは
、携帯電話５１０との連結許容いかんを決定せねばならない。望ましい実施形態としては
、所定の範囲は、非常に近接した距離である。例えば、携帯電話５１０がＲＦＩＤ（radi
o-frequency identification）を含む場合、デジタルＴＶ ５２０は、ＲＦＩＤリーダ器
を含み、所定の範囲は、ＲＦＩＤリーダ器が認識できる範囲である。または、携帯電話５
１０がデジタルＴＶ ５２０に接触する場合を、所定の範囲と設定することもできる。デ
ジタルＴＶ ５２０が携帯電話５１０を認識した後の過程は、図３Ｃ及び図３Ｄと同じで
ある。他の実施形態として、携帯電話５１０がデジタルＴＶ ５２０を認識することもで
きる。この場合、携帯電話５１０が、デジタルＴＶ ５２０に連結許容要請を行った後、
図３Ｃ及び図３Ｄの過程を行うこともできる。この場合、携帯電話５１０には、連結許容
要請を示すメニュー５３０が表示されることも可能である。
【００４９】
　図２及び図４の連結方式としては、第１装置及び第２装置は、アドホック（ad-hoc）連
結またはインフラ（infra）連結の方式で連結されうる。アドホック連結方式とは、アク
セス・ポイント（access point）を介さずに、装置間での直接通信を行う方式であり、イ
ンフラ連結方式とは、無線ＬＡＮ（local area network）通信方式の一つであり、アクセ
ス・ポイントを介して装置間の通信を行う方式である。本発明の一実施形態では、アドホ
ック連結またはインフラ連結の方式は自動的に転換される。ただし、連結方法として、ア
ドホック連結方式やインフラ連結方式に限定されるものではなく、多様な連結方式が利用
されうる。
【００５０】
　図６は、連繋使用リストを生成する方法に係わるフローチャートである。
【００５１】
　図６を参照すれば、段階６１０で、第１装置と第２装置とが連結される。
【００５２】
　段階６２０で、第２装置は、第１装置から第１装置が行うことができる機能についての
第１情報を受信する。第１情報は、第１装置の機能に係わるメタデータを含む。メタデー
タは、装置の機能、性能、制約事項を含むが、これらに限定されるものではない。連繋使
用リストを生成するのに必要な情報であるならば、制限がない。また、第１情報は、第１
装置の機能、性能に係わる制御信号をさらに含む。もし第２装置が第１装置に第１情報を
要請した後で受信する場合であるならば、第１情報は、前記第１装置の制御信号について
の権限付与情報をさらに含むこともできる。
【００５３】
　段階６３０で、第２装置は、第１情報に基づいて、第１装置と連繋して使用できる機能
に係わる連繋使用リストを生成する。具体的には、第２装置は、メタデータに含まれた第
１装置の機能、性能及び制約事項を参照し、第１装置で遂行できる第２装置の機能を選択
する。その後、選択された機能及び受信した制御情報のうちから選択された機能に対応す
る制御信号を利用し、連繋使用リストを生成する。
【００５４】
　段階６４０で、第２装置は、ユーザの選択信号に基づいて、連繋使用リストから選択信
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号を決定し、決定された選択信号に該当する制御信号を第１装置に送信する。
【００５５】
　図６の方法では、第２装置が第１装置からメタデータを受信し、第２装置で連繋使用リ
ストを生成する方法について説明しが、本発明の一実施形態では、第２装置が連繋使用リ
ストを生成した後、第２装置が第１装置で、第２装置と連繋して使用できる第２装置の機
能に係わるメタデータを第１装置に送信することもできる。また、第１装置と第２装置と
が連結された後、相互それぞれの機能に係わるメタデータを交換し、それぞれの装置で連
繋使用リストを生成することもできる。
【００５６】
　図７は、連繋使用リストを生成する方法に係わる例示を示す図面である。
【００５７】
　図７を参照すれば、連結された装置は、携帯電話７１０とデジタルＴＶ ７２０とであ
る。携帯電話７１０は、携帯電話７１０の機能、性能、制約事項などの情報からなるメタ
データをデジタルＴＶ ７２０に送信し、デジタルＴＶ ７２０からデジタルＴＶ ７２０
の機能、性能、制約事項などの情報からなるメタデータを受信する。デジタルＴＶ ７２
０は、デジタルＴＶ ７２０の機能、性能、制約事項などの情報からなるメタデータを携
帯電話７１０に送信し、携帯電話７１０から、携帯電話７１０の機能、性能、制約事項な
どの情報からなるメタデータを受信する。連繋使用携帯電話７１０及びデジタルＴＶ ７
２０は、受信したメタデータを利用し、相互連繋使用リストをそれぞれ生成する。携帯電
話７１０及びデジタルＴＶ ７２０で生成されたリストが同一でもあり、同一ではないこ
ともある。携帯電話７１０及びデジタルＴＶ ７２０は同期化され、それぞれ生成された
リストを共有でき、それぞれ所定のメモリに連繋使用リストを保存することもできる。
　図８Ａ及び図８Ｂは、連繋使用リストの例示を示す図面である。図８Ａは、携帯電話８
１０で生成された連繋使用リストの例を示し、図８Ｂは、デジタルＴＶ ８２０で生成さ
れたリストの例を示す図面である。
【００５８】
　図８Ａを参照すれば、携帯電話８１０のディスプレイ８１１に、生成された連繋使用リ
スト８１３が表示される。生成された連繋使用リスト８１３には、それぞれの項目８１５
ないし８１９が表示される。連繋使用リストの項目は、携帯電話８１０の機能を、デジタ
ルＴＶ ８２０で行うことができる機能を示す。例えば、携帯電話８１０のユーザが、ボ
タン８１２またはディスプレイのタッチを介して、「ＴＶで写真鑑賞」項目８１５を選択
した場合には、携帯電話８１０は、保存している写真、または現在ディスプレイに表示さ
れている写真を、デジタルＴＶ ８２０に伝送する。その後、デジタルＴＶ ８２０は、携
帯電話８１０から受信した写真を、デジタルＴＶ ８２０のディスプレイを介して表示す
る。項目が多い場合には、リスト８１３のスクロールバー８１４を移動し、項目を選択す
ることもできる。
【００５９】
　図８Ｂを参照すれば、デジタルＴＶ８１０のディスプレイに、生成された連繋使用リス
ト８２１が表示される。生成された連繋使用リスト８２１には、それぞれの項目８２２な
いし８２５が表示される。リストの項目は、デジタルＴＶ ８２０の機能を、携帯電話８
１０で行うことができる機能を示す。例えば、デジタルＴＶ ８２０のユーザが、ボタン
、リモコン、またはデジタルＴＶを制御できる装置を介して、「ＨＨＰで放送視聴」項目
８２２を選択した場合には、デジタルＴＶ ８２０は、外部から受信する放送プログラム
を、所定の方法で携帯電話８１０に伝送する。その後、携帯電話８１０は、デジタルＴＶ
 ８２０から受信した放送プログラムを、ディスプレイを介して表示する。
【００６０】
　図９は、本発明の一実施形態による、連繋使用リストを利用する方法を示すフローチャ
ートである。図９での実施形態は、図２または図４で連結された装置が解除した後、再連
結される実施形態を示す。
【００６１】
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　図９を参照すれば、段階９１０で、連結を要請する装置は、外部装置を検索する。連結
を要請する装置と検索される外部装置は、以前に連結されていて解除された装置である。
連結を要請する装置に、以前に連結されていた外部装置についての情報が保存されている
場合、連結を要請する装置が以前に連結された外部装置を検出できる。もし検索される外
部装置に、以前に連結されていた連結を要請する装置についての情報が保存されている場
合には、検索される場合に、外部装置自体の情報を、連結を要請する装置に送信すること
もできる。図１０Ａは、連結を要請する装置に表示された検索された外部装置の目録の例
を示す図面である。例えば、連結を要請する装置は、携帯電話１０１０である。検索され
た外部装置目録に関連したメニュー１０１２がディスプレイ１０１１に表示される。検索
された装置は、ＴＶ １０１４、ＣＡＭＥＲＡ １０１５及びＰＣ １０１６などがある。
また、新機器連結ボタン１０１３を利用し、以前に連結されていなかった装置をさらに検
索することもできる。
【００６２】
　段階９２０で、検索された外部装置が選択される。もし携帯電話１０１０のディスプレ
イ１０１１がタッチスクリーンを含んでいる場合には、ユーザは、検索された外部装置の
うち１つの外部装置に係わる項目をタッチすることによって、選択することもでき、ボタ
ンを利用し、１つの外部装置を選択することもできる。ユーザが、新装置目録項目１０１
３を選択する場合には、図２の実施形態が遂行される。
【００６３】
　他の実施形態として、外部装置が電源がオフ（OFF）になっている場合にも検索できる
。この場合、連結を要請する装置が電源がオフになっている外部装置を選択する場合には
、前記電源がオフになっている外部装置に、電源オン（wake-ON）信号を送信する。この
後、外部装置は、電源がオンになった状態で、連結を要請した装置と連結される。図１０
Ａで、電源がオフになっているＰＣ（ＳＥＮＳ）ボタン１０１６を選択する場合、電源オ
ン信号をＰＣ（ＳＥＮＳ）に送信した後、ＰＣ（ＳＥＮＳ）がオンになった状態で、ＰＣ
（ＳＥＮＳ）と連結されうる。
【００６４】
　段階９３０で、連結を要請した装置は、選択された外部装置と連結される。例えば、図
１０Ａで、携帯電話１０１０は、ユーザが検索された外部装置目録のうちからＴＶ １０
１４を選択する場合、ＴＶと連結される。
【００６５】
　段階９４０で、外部装置と連結された後、既保存の連繋使用リストを表示する。装置が
再連結される場合には、新たに連繋使用リストを生成せずに、以前に連結されて生成され
た連繋使用リストを利用して表示する。もし連繋使用リストが保存されていない場合には
、図６での方法を遂行し、リストを生成することもでき、装置の機能のアップデートがあ
る場合には、自動的にまたは手動で連繋使用リストをアップデートすることもできる。連
繋使用リストに係わる例は、図８Ａまたは図８Ｂに図示されている。例えば、携帯電話１
０１０のユーザが、ボタンまたはディスプレイにタッチを介して、「ＴＶで写真鑑賞」項
目８１５を選択した場合には、携帯電話１０１０は、保存している写真または現在ディス
プレイに表示されている写真を、選択されたＴＶに伝送する。その後、ＴＶは、携帯電話
１０１０から受信した写真を、ＴＶのディスプレイを介して表示する。
【００６６】
　図１０Ｂは、検索された外部装置目録が表示される連結を要請する装置に係わる他の例
を示す図面である。例えば、デジタルＴＶ １０２０のように、大きいディスプレイ１０
２１を具備している場合には、検索された外部装置目録１０２５ないし１０２７に対する
ウインドー１０２３と、連繋使用リストの項目１０２８ないし１０３０に対するウインド
ー１０２４とが共に表示されることも可能である。
【００６７】
　図１１は、本発明の他の実施形態による、連繋使用リストを利用する方法を示すフロー
チャートである。図１１での実施形態は、図２または図４で連結された装置が解除された
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後、再連結される実施形態を示す。
【００６８】
　図１１を参照すれば、段階１１１０で、外部装置が所定の範囲内にある場合には、外部
装置が認識される。本発明の一実施形態で、所定の範囲として、物理的な接触が要求され
ることも可能である。図１１の実施形態では、図９の実施形態とは異なって、外部装置を
検索して選択する段階なしに自動的に連結される。
【００６９】
　段階１１２０で、連結を許容する装置は、認識された外部装置と連結される。
【００７０】
　段階１１３０で、外部装置と連結された後、既保存の連繋使用リストが表示される。装
置が再連結される場合には、新たに連繋使用リストを生成せずに、以前に連結されて生成
された連繋使用リストを利用して表示する。
【００７１】
　図１２は、図１１での方法を行った場合に表示される連繋使用リストの例を示す図面で
ある。例えば、携帯電話に、現在の写真イメージが表示されている。この場合、連繋使用
リストには、写真と関連した連繋使用リストの目録が表示される。ＴＶで、現在の写真鑑
賞（１２１１）目録が選択された場合には、外部装置、すなわち、ＴＶに、現在の写真イ
メージを表示する機能が行われる。また、他の連結使用目録ビュー（１２１３）目録が選
択された場合には、他の機能を行う連繋使用リストが表示される。
【００７２】
　図１３ないし図１７は本発明の実施形態を示す図面である。
【００７３】
　図１３を参照すれば、第１装置１３１０は携帯電話であり、第２装置１３２０はＴＶで
ある。携帯電話１３１０は、現在の写真イメージを表示しており、ＴＶ １３２０は、放
送プログラムを表示している。このとき、携帯電話１３１０とＴＶ １３２０とが接触す
る場合には、携帯電話１３１０の現在コンテンツが、ＴＶ １３２０で直ちに実行される
。図１３では、携帯電話１３１０に表示されている写真イメージが、ＴＶ １３２０に直
ちに表示される。第１装置１３１０は、メディア再生が可能なモバイル装置であって、第
２装置１３２０は、映像再生装置でありうる。
【００７４】
　図１４を参照すれば、第１装置１４１０はカムコーダであり、第２装置１４２０はＴＶ
である。カムコーダ１４１０は、撮影待機中であり、ＴＶ１４２０は、放送プログラムを
表示している。このとき、カムコーダ１４１０とＴＶ１４２０とが接触する場合には、カ
ムコーダ１４１０が撮影する映像を、ＴＶ １４２０にリアルタイム・ストリーミングを
行う。もちろん、録画作業なども可能である。第１装置１４１０は、撮影が可能な装置で
あり、第２装置１４２０は、映像再生装置でありうる。
【００７５】
　図１５を参照すれば、第１装置１５１０はデジタルカメラであり、第２装置１５２０は
パソコンである。デジタルカメラ１５１０は、パワーオンなっている状態で、コンピュー
タ１５２０もパワーオンになっている状態である。このとき、デジタルカメラ１５１０と
コンピュータ１５２０とが接触する場合には、デジタルカメラ１５１０のコンテンツを、
コンピュータ１５２０に既保存のホルダにバックアップを行う。コンテンツとしては、写
真、動映像、メモ、日程などのバックアップの要求のあるあらゆるコンテンツを含むこと
ができ、第１装置１５１０は、バックアップの要求を有したあらゆる機器であり、第２装
置１５２０は、コンピュータである。
【００７６】
　図１６を参照すれば、第１装置１６１０はデジタルカメラであり、第２装置１６２０は
プリンタである。デジタルカメラ１５１０は、写真イメージを表示しており、プリンタ１
６２０は、パワーオンになっている状態である。このとき、デジタルカメラ１６１０とプ
リンタ１６２０とが接触する場合には、デジタルカメラ１６１０にコンテンツ、すなわち
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、写真イメージは、プリンタ１６２０を介して印刷される。コンテンツとしては、写真、
文書などのプリント可能なあらゆるコンテンツを含むことができ、第１装置１６１０は、
メディア再生が可能な機器であり、第２装置１６２０は、プリンタである。
【００７７】
　図１７を参照すれば、第１装置１７１０は第１携帯電話であり、第２装置１７２０は第
２携帯電話である。第１携帯電話１７１０は、写真イメージを表示しており、第２携帯電
話１７２０は、待機状態である。このとき、第１携帯電話１７１０と第２携帯電話１７２
０とが接触する場合には、第１携帯電話１７１０のコンテンツ、すなわち、写真イメージ
は、待機状態にある第２携帯電話１７２０に伝送される。第１装置１７１０は、メディア
再生が可能な機器であり、第２装置１７２０は、メディア再生が可能であり、待機状態に
あるあらゆる機器でありうる。
【００７８】
　前述のような所定の情報を生成する方法は、また、コンピュータで読み取り可能な記録
媒体に、コンピュータで読み取り可能なコードとして具現することが可能である。コンピ
ュータで読み取り可能な記録媒体は、コンピュータシステムによって読み取り可能なデー
タが保存されるあらゆる種類の記録媒体を含む。コンピュータで読み取り可能な記録媒体
の例としては、ＲＯＭ（read-only memory）、ＲＡＭ（random-access memory）、ＣＤ－
ＲＯＭ、磁気テープ、フロッピー（登録商標）ディスク、光データ保存装置などがある。
また、コンピュータで読み取り可能な記録媒体は、ネットワークに連結されたコンピュー
タシステムに分散され、分散方式で、コンピュータで読み取り可能なコードが保存されて
実行されうる。そして、前記ディスク管理方法を具現するための機能的な（function）プ
ログラム、コード及びコードセグメントは、本発明が属する技術分野のプログラマらによ
って、容易に推論されうる。
【００７９】
　以上、本発明についてその望ましい実施形態を中心に述べた。本発明が属する技術分野
で当業者は、本発明が本発明の本質的な特性から外れない範囲で変形された形態で具現で
きることを理解することができるであろう。従って、開示された実施形態は、限定的な観
点ではなくして、説明的な観点から考慮されねばならない。本発明の範囲は、前述の説明
ではなくして、特許請求の範囲に示されており、それと同等な範囲内にあるあらゆる差異
点は、本発明に含まれたものと解釈されねばならない。
【符号の説明】
【００８０】
　１１０　　連繋使用リスト生成装置
　１１１　　インターフェース部
　１１２　　リスト生成部
　１１３　　表示部
　１１４　　制御部
　１１５　　保存部
　１２０　　外部装置
　３１０，５１０，７１０，８１０，１０１０　　携帯電話
　３１１，３２１，８１２，１０１１，１０２１　　ディスプレイ
　３１３，８１３，１０１３　　新機器連結項目
　３１４　　ボタン
　３１２，３１５，３１９，３２２，３２６，５３０，１０１２　　メニュー
　３１６，３１７，３１８，１０１４，１０１５，１０１６　　装置項目
　３２０，５２０，７２０，８２０，１０２０　　デジタルＴＶ
　８１４　　スクロールバー
　815, 816, 817, 818, 819, 822, 823, 824, 825, 1028, 1029, 1030　　項目
　８１３，８２１　　連繋使用リスト
　１０２３，１０２４　　ウインドー
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　１０２５，１０２６，１０２７　　装置目録
　１３１０，１４１０，１５１０，１６１０，１７１０　　第１装置
１３２０，１４２０，１５２０，１６２０，１７２０　　第２装置

【図１】

【図２】

【図３Ａ】

【図３Ｂ】
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【図３Ｃ】

【図３Ｄ】

【図４】

【図５】

【図６】 【図７】

【図８Ａ】
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【図８Ｂ】 【図９】

【図１０Ａ】

【図１０Ｂ】

【図１１】

【図１２】

【図１３】

【図１４】
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【図１５】

【図１６】

【図１７】

【手続補正書】
【提出日】平成27年9月14日(2015.9.14)
【手続補正１】
【補正対象書類名】特許請求の範囲
【補正対象項目名】全文
【補正方法】変更
【補正の内容】
【特許請求の範囲】
【請求項１】
　第２装置が第１装置を検索し、通信可能な第１装置が所定の範囲内に近接した場合に連
繋使用情報を生成する方法であって、
　前記通信可能な第１装置と連結する段階と、
　前記第１装置に、該第１装置が行うことができる機能についての第１情報を要請する段
階と、
　前記連結された第１装置から、前記第１情報を受信する段階と、
　前記受信された第１情報を基にして、前記第１装置と連繋して使用できる機能について
の第２情報を生成する段階と、を含み、
　前記第２情報を生成する段階は、前記第２装置の機能のうち前記装置で遂行可能な機能
を選択する段階と、前記選択された機能に基づいて前記第１装置と連繋して使用できる前
記第２装置の機能についての連繋使用リストを生成する段階を含み、
　前記連繋使用リストで特定機能が選択されることにより、前記第１装置の機能に係わる
制御信号のうち前記選択された特定機能に対応する制御信号が前記第１装置に提供され、
　前記第１情報は、該第１装置の機能への接近権限範囲についての情報を含む権限付与情
報を含むことを特徴とする第２装置で連繋使用情報を生成する方法。
【請求項２】
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　前記受信された第１情報は、前記第１装置の機能に係わるメタデータをさらに含むこと
を特徴とする請求項１に記載の第２装置で連繋使用情報を生成する方法。
【請求項３】
　前記第１情報は、前記第１装置の機能に係わる制御信号をさらに含むことを特徴とする
請求項２に記載の第２装置で連繋使用情報を生成する方法。
【請求項４】
　前記連繋使用リストを生成する段階は、
　前記選択された機能と、対応する前記第１装置の機能に係わる制御信号とに基づいて、
前記連繋使用リストを生成することを特徴とする請求項３に記載の第２装置で連繋使用情
報を生成する方法。
【請求項５】
　前記生成された第２情報を表示する段階と、
　外部選択に基づいて、前記表示された第２情報のうちから選択された機能に係わる信号
を決定する段階と、
　前記決定された信号に応答し、前記第１装置をして選択の機能を行わしめる命令を、前
記第１装置に送信する段階と、をさらに含むことを特徴とする請求項１に記載の第２装置
で連繋使用情報を生成する方法。
【請求項６】
　前記第１装置に、前記第２装置が行うことができる機能についての第３情報を送信する
段階をさらに含むことを特徴とする請求項１に記載の第２装置で連繋使用情報を生成する
方法。
【請求項７】
　前記第１装置と連結する段階は、通信可能な外部装置を検索する段階と、
　前記検索された外部装置のうち、前記第１装置に係わる連結要請信号を前記第１装置に
送信する段階と、
　前記第１装置から連結許容信号を受信し、連結を形成する段階と、を含むことを特徴と
する請求項１に記載の第２装置で連繋使用情報を生成する方法。
【請求項８】
　前記第１装置と連結する段階は、前記第１装置が所定の範囲内に近接した場合、前記第
１装置を認識する段階と、
　前記認識された第１装置と連結する段階と、を含むことを特徴とする請求項１に記載の
第２装置で連繋使用情報を生成する方法。
【請求項９】
　前記第１装置を認識する段階は、前記第１装置と物理的な接触をした場合、前記第１装
置を認識する段階を含むことを特徴とする請求項８に記載の第２装置で連繋使用情報を生
成する方法。
【請求項１０】
　前記第１装置と連結する段階は、前記第１装置についての識別情報を保存する段階をさ
らに含むことを特徴とする請求項７に記載の第２装置で連繋使用情報を生成する方法。
【請求項１１】
　前記第１装置と連結する段階は、前記第１装置についての識別情報を保存する段階をさ
らに含むことを特徴とする請求項８に記載の第２装置で連繋使用情報を生成する方法。
【請求項１２】
　第２装置が第１装置を検索し、通信可能な第１装置が所定の範囲内に近接した場合に連
繋使用情報を生成する装置であって、
　前記通信可能な第１装置と連結し、前記第１装置に、前記第１装置が行うことができる
機能についての第１情報を要請する信号を伝送し、前記連結された第１装置から、前記第
１情報を受信するインターフェース部と、
　前記受信された第１情報を基にして、前記連繋使用情報を生成する装置を含む第２装置
と前記第１装置とが連繋して使用できる機能についての第２情報を生成するリスト生成部
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と、を含み、
　前記リスト生成部は、前記第２装置の機能のうち前記第１装置で遂行可能な機能を選択
し、前記選択された機能に基づいて前記第１装置と連繋して使用できる前記第２装置の機
能についての連繋使用リストを生成し、
　前記連繋使用リストで特定機能が選択されることにより、前記第１装置の機能に係わる
制御信号の中から選択された特定機能に対応する制御信号が前記第１装置に提供され、
　前記第１情報は、前記第１装置の機能への接近権限範囲についての情報を含む権限付与
情報を含むことを特徴とする連繋使用情報を生成する装置。
【請求項１３】
　前記受信された第１情報は、前記第１装置の機能に係わるメタデータをさらに含むこと
を特徴とする請求項１２に記載の連繋使用情報を生成する装置。
【請求項１４】
　前記第１情報は、前記第１装置の機能に係わる制御信号をさらに含むことを特徴とする
請求項１３に記載の連繋使用情報を生成する装置。
【請求項１５】
　前記リスト生成部は、前記選択された機能と、対応する前記第１装置の機能に係わる制
御信号とに基づいて、前記連繋使用リストを生成することを特徴とする請求項１４に記載
の連繋使用情報を生成する装置。
【請求項１６】
　前記生成された第２情報を表示する表示部と、
　制御部は、外部選択に基づいて、前記表示された第２情報のうちから選択された機能に
係わる信号を決定し、前記決定された信号に応答し、前記連結された第１装置をして選択
された機能を行わしめる命令を、前記インターフェース部に伝送し、
　前記インターフェース部は、前記連結された第１装置に送信することを特徴とする請求
項１２に記載の連繋使用情報を生成する装置。
【請求項１７】
　前記インターフェース部は、前記第１装置に、前記連繋使用情報を生成する装置が行う
ことができる機能についての第３情報を送信する段階をさらに含むことを特徴とする請求
項１２に記載の連繋使用情報を生成する装置。
【請求項１８】
　制御部は、前記インターフェース部を介して通信可能な外部装置を検索し、前記検索さ
れた外部装置のうち、前記第１装置に係わる連結要請信号を生成し、
　前記インターフェース部は、前記連結要請信号を前記第１装置に送信した後、前記第１
装置から連結許容信号を受信して連結を形成することを特徴とする請求項１２に記載の連
繋使用情報を生成する装置。
【請求項１９】
　前記インターフェース部は、前記第１装置が所定の範囲内に近接した場合、前記第１装
置を認識し、前記認識された第１装置と連結することを特徴とする請求項１２に記載の連
繋使用情報を生成する装置。
【請求項２０】
　前記インターフェース部は、前記第１装置と物理的な接触を行った場合、前記第１装置
を認識することを特徴とする請求項１９に記載の連繋使用情報を生成する装置。
【請求項２１】
　前記第１装置についての識別情報を保存する保存部をさらに含むことを特徴とする請求
項１８に記載の連繋使用情報を生成する装置。
【請求項２２】
　前記第１装置についての識別情報を保存する保存部をさらに含むことを特徴とする請求
項１９に記載の連繋使用情報を生成する装置。
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